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2026年３月27日 

各  位 

会 社 名  株式会社セブン銀行 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  松橋 正明 

（コード番号：8410 東証プライム） 

問合せ先  常務執行役員企画部長  清水 健 

 （TEL：03－3211－3041） 

 

株式会社ファミリーマートとのＡＴＭ設置契約の締結に関するお知らせ 

 

株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明、以下「当社」）は本日、株式会社ファミリ

ーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 建夫、以下「ファミリーマート」）との間で、日本国内のファミリ

ーマート店舗を対象とするＡＴＭ設置契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．契約の趣旨及びその内容 

当社は、全国に28,000台を超える充実したＡＴＭネットワークを保有し、安定的な金融サービスを提供しておりま

す。2025年９月26日には、伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」）との間で資本業務提携契約を締結し、両社グル

ープの企業価値向上のために、協議を進めてまいりました。今般、本提携に基づく戦略的施策として、伊藤忠商事の子

会社であるファミリーマートとの間で協議が整い、同社国内店舗におけるＡＴＭの設置に関する契約を締結いたしまし

た。 

全国のファミリーマート店舗へのＡＴＭ設置は2026年春頃より順次開始し、４年程度で約16,000台の設置を行いま

す。これにより、現金の入出金に加え、各種キャッシュレス決済の現金チャージ取引や、あらゆる手続きや認証を可能

にする独自の「＋Connect」（プラスコネクト）サービスを、全国のファミリーマートに来店されるお客さまに向けて提

供してまいります。 

本契約の趣旨は、ＡＴＭネットワークの拡大とサービスの高度化を通じて、ＡＴＭビジネスにおけるトップランナー

としての地位を確固たるものにすると同時に、コンビニ業界での金融サービスプラットフォーマーを目指して、更なる

成長を追求することにあります。 

当社は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向け

て、さらなるサービスの向上に努めてまいります。 
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２．契約の相手先の概要 

(１) 名 称 株式会社ファミリーマート 

(２) 所 在 地 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

(３) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 小谷 建夫 

(４) 事 業 内 容 フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業  

(５) 資 本 金 16,659百万円 

(６) 設 立 年 月 日 1981年９月１日  

(７) 大 株 主 と 持 株 比 率 伊藤忠商事株式会社 94.7% 

(８) 上場会社と当該会社の関係 

資本関係 

上場会社と当該会社との間には直接的な

資本関係はありません。 

ただし、上場会社は伊藤忠商事株式会社

の持分法適用会社であり、上場会社の株

式 20.3％を保有しております。また、

当該会社は伊藤忠商事株式会社が親会社

であり、当該会社の株式94.7％を保有し

ております。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

上場会社は伊藤忠商事株式会社の関連会

社であり、当該会社は伊藤忠商事株式会

社の子会社であることから、関連当事者

に該当します。 

(９) 営 業 収 益 468,824百万円（単体、2025年２月期） 

 

３．業績等への影響 

本契約締結が2026年３月期の連結業績に与える影響はありません。来期の当社業績に与える影響については精査中

であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。 

 

以 上 


